
令和６年度松戸市成年後見相談室 相談受付状況
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４．相談者（新規）
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成年後見制度について分からないこ

とがあった時

支援方針として成年後見制度活用を

検討している時

成年後見制度に関する相談を受けた

場合に案内する相談窓口として

成年後見制度活用が適切かどうか

アセスメントを行ううえで助言を求

めるため
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特になし

どのような時に相談してよいのかが

分からない

相談したい内容が成年後見制度活用に

留まらず複数分野にまたがるため

どのような方法および手順で

相談したらよいかが分からない

業務内容（相談できる内容等）が

よく分からない

42%

31%

20%

7%利用したことがある

成年後見相談室を知っているが、

利用するような場面がない

利用を検討したことはあるが、

利用したことはない

成年後見相談室を知らない

成年後見制度に関する相談状況等に関するアンケート調査結果より抜粋

＊松戸市成年後見相談室の利活用状況 N=84

（利活用していると回答した方のみ）
・どのような場面で利活用しているか ※複数回答

◎ 令和６年６月に一次相談窓口にて権利擁護に関する相談業務に従事する職員を対象にアンケートを実施

・活用しづらさを感じる部分 ※複数回答

・圏域の住民にとって相談窓口が遠い。
・何を支援していただけるのか？深くケースに

関わり支援して頂けるのか？周知不足。
・相談室の役割が分からないので、相談者へど

のように説明して繋ぐべきなのかわからない。

◎自由記載

4


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

